
 

       １７川監公第１１号 

平成 17 年８月 10 日 

 
定期監査等の結果の報告に基づく措置について（公表） 

 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12 項の規定により、平成 17 年１月

11 日付け 17 川監公第１号で公表した定期監査、同日付け 17 川監公第２号で公表した財政

援助団体等監査及び平成 17 年４月 11 日付け 17 川監公第９号で公表した定期監査（工事監

査）の結果の報告に基づき、川崎市長から措置を講じた旨それぞれ通知がありましたので、

次のとおり公表します。 

 

                    川崎市監査委員 舘     健  三 

                    同       奥 宮  京 子 

                    同       小 林  貴美子 

                    同       西 村  英 二 



                         1７川総行革第 86 号  

平成 17 年６月 30 日  

 

川崎市監査委員 舘    健 三 様 

同    奥 宮  京 子 様 

同    小 林  貴美子 様 

同    西 村  英 二 様  

 

 川崎市長 阿 部  孝 夫  

 
 

監査の結果の報告に基づく措置について（通知） 

 
 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12 項の規定により、平成 17 年 1 月

11 日付け 17 川監報第 1 号で報告のありました定期監査の結果について、次のとおり措置

を講じましたので通知します。 

 
 

 平成 16 年度定期監査結果に対する措置状況 

１ 契約方法について改善すべきもの 

 [指摘の要旨] 

老人医療費支給決定通知書の作成について、はがきの印刷業務と圧着業務に分割して

予算執行し、それぞれ随意契約で行われていたが、契約の公正性、透明性及び競争性を

確保するために、特段の理由がない限り一括して予算執行し、現在の随意契約の取扱い

を避けるよう契約方法を改善されたい。 

（健康福祉局地域福祉部福祉医療課） 

 [措置の内容] 

老人医療費支給決定通知の作成については、平成１７年度から印刷及び圧着加工業務



を一括して委託するものとし、複数の業者から見積もりを徴し、見積もり合わせを執行

のうえ契約を締結し、契約方法の改善を図りました。 

２ 切手の管理を適正に行うべきもの 

 [指摘の要旨] 

切手の管理について、川崎市物品会計規則に基づく物品の交付請求、払出し等の手続

を行っておらず、また、必要数量を大幅に超えて保有していたので、適正な手続及び管

理を行われたい。 

（健康福祉局地域福祉部福祉医療課） 

 [措置の内容] 

切手の管理については、物品交付請求書に基づく物品の交付請求、払い出し等の手続

の徹底を図るとともに、切手の保有枚数については、必要 低限とし、適正な手続及び

管理を実施するように周知徹底を図りました。 

３ 運搬給水業務について改善すべきもの 

 [指摘の要旨] 

運搬給水業務について、昭和45年から平成14年度までは給水船傭船契約により、平成

15年度からは業務委託契約により、同一業者と契約しているが、運搬給水収入が大幅に

減少しているのに対して、運搬給水経費がさほど減少していないので、給水需要の変化

に対応し、また費用対効果の点からも、業務そのものの見直しを行われたい。また、速

やかな見直しが難しい場合には、少なくとも現状の業務実施状況や作業量に見合った適

正な委託経費積算方法に改められたい。 

（港湾局川崎港港務所業務課） 

 [措置の内容] 

運搬給水業務については、岸壁給水施設老朽化のため、すべてを直接給水することが

できない状況にありますので、費用対効果の面を含め、効率的効果的な業務の見直しに

ついて取り組んでおります。また、委託経費の積算方法については、人件費等に係る経



費の見直しを実施し、適正な経費の積算の徹底を図りました。 

４ 委託料の積算を適正に行うべきもの 

 [指摘の要旨] 

自動車台ばかりの定期検査等の周期については、計量法で2年に1回と定められている

にもかかわらず、港湾局では、自動車台ばかりの老朽化に対応して定期点検と同等の自

主点検を実施するため、平成15年11月に定期検査に代わる計量士による検査を実施し、

その後、平成16年度に年2回の保守点検と年1回の定期点検の実施を内容とする自動車台

ばかり保守及び定期点検業務委託を行っているが、そのような主旨であるならば、契約

書において点検の内容及び項目を明確にしておくべきである。また、委託経費の算定に

当たっては、必要な業務内容及び積算内訳を精査し、経費の節減に努められたい。 

（港湾局川崎港港務所業務課） 

 [措置の内容] 

自動車台ばかりの保守点検業務委託については、契約書上の点検内容及び項目を明確

にし、必要な業務項目及び算定内訳を精査し経費の削減に努めることの徹底を図りまし

た。 

５ 業務委託について実施業務の重複を改善すべきもの 

 [指摘の要旨] 

港湾局川崎港港務所業務課で執行している東扇島構内道路等清掃委託及び同局企画振

興課で執行している川崎市港湾振興会館等管理委託において、一部業務が重複している

ので、今後は各課の業務委託等の予算要求、執行内容について重複等がないか十分なチ

ェックを行い、適正かつ効率的な事業執行に努められたい。 

（港湾局川崎港港務所業務課） 

 [措置の内容] 

東扇島構内道路等清掃委託及び川崎市港湾振興会館等管理委託については、仕様書の

見直しを実施して業務の明確化を図るとともに、事業執行課を一元化することにより東



扇島区域清掃にかかわる適正かつ効率的な事業執行の徹底を図りました。 

６ 現金取扱いに係る事故防止に万全を期すべきもの 

 [指摘の要旨] 

幸区役所保健福祉サービス課において、生活保護扶助費のうちの定例分は、毎月指定

された日に現金又は口座振替の方法により受給者あて支給しているが、現金による支給

は、紛失等の事故発生の可能性が口座振替の方法による支給よりも高いことから、事故

防止に万全を期すとともに、できる限り口座振替の方法によるよう努められたい。 

（幸区役所保健福祉センター保健福祉サービス課） 

 [措置の内容] 

生活保護扶助費の現金による支給については、必要性を個別に見直し、やむを得ない

場合を除き、すべて口座振替へ変更を行うように指導を徹底するとともに、現金袋詰め

等においては、単独作業にならない体制を確保する等安全対策の確保の徹底を図りまし

た。 

７ 補助金交付について改善すべきもの 

 [指摘の要旨] 

幸区民祭及びあさお区民まつりへの補助金交付要綱では、補助対象経費が不明確とな

っているので、補助金の目的及び内容を整理して、補助対象経費の範囲を明確にされた

い。また、同補助金は、額が確定したものとして前金払で支払っており、収支状況に関

わらず精算は行われず、剰余金は、幸区民祭では積立金及び繰越金、あさお区民祭では

繰越金として処理されていたので、収支結果によっては精算も可能となるよう補助金交

付の方法を概算払に改めるなど、当該補助金交付要綱を見直されたい。さらに、幸区民

祭実行委員会への補助金については、平成15年度の補助事業に係る実績報告書が提出さ

れておらず、また、その報告を求めることなく、平成16年度の補助金を交付していたの

で、実績報告書の遅滞のない提出を求められたい。 

（幸区役所総務企画課、麻生区役所区民生活部地域振興課） 



 [措置の内容] 

区民祭への補助金については、交付要綱を改正し、補助対象経費の範囲を明確化する

とともに収支結果によっては、補助金の精算等が可能となるように見直しを行いました。

また、補助事業に係る実績報告書の遅滞ない提出等適正な補助金交付事務の周知徹底を

図り、幸区民祭の実績報告書については、平成１７年３月に提出されました。 

８ 市民活動団体の運営事業委託について見直しを図るべきもの 

 [指摘の要旨] 

麻生区役所地域振興課が事務局となっている「麻生区まちづくり市民の会」（以下「市

民の会」という。）の運営について市民の会自身に委託しているが、業務委託として見

ると不自然であり、また委託内容も明確とはいえないので、業務の遂行方法を検討し、

業務委託であれば委託の目的及び業務内容を明確にし、市民意見の集約や地域の課題の

把握など具体的な成果が得られるよう見直されたい。 

（麻生区役所区民生活部地域振興課） 

 [措置の内容] 

市民の会の運営委託については、件名を「麻生区まちづくり推進事業委託契約」と改

め、委託業務内容についても、地域の課題の把握、市民参加の企画推進及び市民活動の

環境整備等と明確化を図り改善いたしました。 

９ 備品の管理について適正に見直すべきもの 

 [指摘の要旨] 

麻生区役所地域保健福祉課及び保健福祉サービス課における備品の管理状況について、

備品整理簿における使用区分が未入力となっているもの、他課との保管換え手続がされ

ていないものなどが見受けられたので、早急に帳簿の整備等を行われたい。 

（麻生区役所保健福祉センター地域保健福祉課、同保健福祉サービス課） 

 [措置の内容] 

備品の管理状況については、備品整理簿への記入や保管換え手続きを完了し、また、



適正な事務執行について区役所各課あて通知し周知徹底を図りました。 

 


